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防衛省留学等要綱の制定について（通達）

標記について、別添のとおり定められたので、この旨管下の職員に周知せら

れ、この実施に遺漏のないよう期せられたい。
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防衛省留学等要綱

１ 防衛省留学の定義

防衛省留学は、職員を国内外に派遣し、防衛省の業務に関連する研究に従事させる

ことにより、長期的な視野に立って、防衛省の業務の多様化、専門化、国際化等に柔

軟に対応しうる職員の育成を図り、もって業務の効果的かつ効率的な遂行に資するこ

とを目的とし、防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、

統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、自衛隊の部隊及び機関、

情報本部、防衛監察本部並びに防衛装備庁（以下「派遣元部局」という。）の各機関

毎に所属する職員を選抜し、国内外の大学院その他派遣元部局の長が留学にふさわし

いと認める機関（以下「大学院等」という。）が設ける課程に、当該課程の修了に必

要な期間を限度とし、留学させるものであって、防衛省職員の留学費用の償還に関す

る省令（平成１８年内閣府令第６７号）第１条に掲げる要件のいずれにも該当するも

のとして別紙に掲げるものとする。

２ 防衛省留学生の選考から決定までの諸手続

（１）選考

派遣元部局の長（留学費用の償還に関する訓令（平成１８年防衛庁訓令第７４号）

第４条に定める者をいう。以下同じ。）又はその委任を受けた者は、派遣元部局の

所定の手続きにより、次の各号に該当する職員の中から、防衛省留学によって留学

する者（以下「防衛省留学生」という。）の候補者（以下「留学候補者」という。）

を選抜する。

一 勤務成績が優秀であること。

二 留学先での研究を遂行するために十分な学力を有すること。留学先が国外の大

学院等にあっては、これに加えて十分な語学力を有すること。

三 留学期間満了後も引き続き職員として勤務する意思を有すること。

なお、前各号に掲げるもののほか、派遣元部局において、業務内容等に応じて留

学候補者の要件を加えることができる。

（２）通知

派遣元部局の長又はその委任を受けた者は、上記（１）により留学候補者を決定

した場合は、その旨を本人に通知するものとする。

（３）留学に係る同意

派遣元部局の長は、留学候補者に対し、派遣元部局の所定による様式に従い、当

該留学が国家公務員の留学費用の償還に関する法律（平成１８年法律第７０号）第

２条第２項に規定する留学に該当する研修である旨を明示し、留学費用償還制度及

び支出する予定である留学費用について説明した上で、留学することについて、別



記様式第１により当該留学候補者の同意を得なければならない。

（４）研究に専念する意思及び引き続き職員として勤務する意思の確認

留学候補者は、留学期間中は所定の研究活動に専念し、かつ、留学期間満了後は

引き続き職員として勤務し、研究成果を公務において活用する意思を有する旨の確

認書（別記様式第２）を、派遣元部局の長に提出するものとする。

（５）留学候補者は、上記（３）及び（４）において作成する文書を派遣元部局の長に

提出した者でなければならない。

（６）上記（３）及び（４）において作成され、派遣元部局の長へ提出された文書は、

当該派遣元部局において保管し、その保存期間は１０年とする。

３ 留学に係る命令の通知

派遣元部局の長は、留学候補者に留学の命令を発する場合又は防衛省留学生の留学

期間を変更する場合には、派遣元部局の所定による様式に従い、当該留学候補者又は

防衛省留学生に対し、文書により通知するものとし、当該文書には留学期間又は変更

後の留学期間を明記するものとする。

４ 防衛省留学生の責務

（１）研究への専念

防衛省留学生は、留学期間中は専ら所定の研究に従事しなければならない。

（２）学位の取得

防衛省留学生は、防衛省留学では制度的に修士又は博士の学位（派遣元部局がこ

れらに相当すると認める資格を含む。）を取得することが困難な大学院等に派遣さ

れる場合を除き、留学期間中にこれを取得しなければならない。

（３）公務における研究成果の活用

防衛省留学生は、留学期間満了後、研究成果を公務において活用するよう努めな

ければならない。

（４）大学院等又は研究分野の変更時の承認申請

防衛省留学生は、大学院等又は研究分野を変更しなければならなくなった場合に

は、事前にその旨を派遣元部局の長に申請し、その承認を得るものとする。この場

合において、変更後も、防衛省留学の本旨に沿って研究を進めなければならない。

（５）報告書の提出

防衛省留学生は、派遣元部局の所定により、留学期間中及び留学期間満了後のそ

れぞれの時期において、研究成果に関する報告書を提出しなければならない。

（６）研究継続が不可能となった場合の報告

防衛省留学生は、大学院等から退学又は停学の処分を受けた場合、負傷又は疾病

のため研究を中断して療養することが必要となった場合その他研究の継続に支障が

生じた場合には、遅滞なく、派遣元部局の長に報告しなければならない。



５ 派遣元部局の長による指導等

派遣元部局の長は、防衛省留学生が所定の研究に従事する上で必要な指導を行うほ

か、防衛省留学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、必要と認める措置を講

ずるものとする。

一 正当な理由がなく、所定の研究に従事していないと認められる場合

二 上記４の（４）に定める承認申請をせず、あるいは承認申請はしたが派遣元部局

からの承認を得ないまま、大学院等又は研究分野を変更した場合

三 正当な理由がなく、上記４の（５）に定める報告書を提出しない場合

四 大学院等から退学又は停学の処分を受けた場合

五 負傷又は疾病のため、長期にわたって療養することが必要であると医師の診断が

あった場合

六 防衛省留学生としてふさわしくない非行があったと認められる場合

七 転職のための準備等、留学期間満了後の勤務継続の意思が認められない行為があ

った場合

八 その他研究の従事に支障を生ずることとなった場合

６ 経費

防衛省留学生は、大学院等において所定の研究に従事するために必要な費用を、派

遣元部局から法令等に従って定める範囲で支給されるものとする。

７ その他の留学

職員を国内外に派遣し、防衛省の業務に関係する研究に従事させる研修であって、

防衛省留学に該当しないものについては、本要綱のうち、上記２の（３）から（６）

まで及び上記４の（５）の規定以外の規定を適用するものとする。この場合において、

派遣元部局の長がその所定により本要綱の適用が除外されている規定について実施す

ることを妨げない。

８ 委任規定

この通達の実施に関し必要な事項は、防衛省本省の内部部局にあっては大臣官房長、

防衛省本省の施設等機関にあっては当該施設等機関の長、統合幕僚監部にあっては統

合幕僚長、陸上幕僚監部並びに陸上自衛隊の部隊及び機関にあっては陸上幕僚長、海

上幕僚監部並びに海上自衛隊の部隊及び機関にあっては海上幕僚長、航空幕僚監部並

びに航空自衛隊の部隊及び機関にあっては航空幕僚長、情報本部にあっては情報本部

長、防衛監察本部にあっては防衛監察監、防衛装備庁にあっては防衛装備庁長官が定

める。



別紙

１．国外一般大学博士課程留学

２．国外一般大学修士課程留学

３．国内一般大学博士課程留学

４．国内一般大学修士課程留学

５．防衛大学校理工学研究科留学

６．防衛大学校安全保障研究科留学

７．防衛医科大学校医学研究科留学

８．上記に相当する留学として派遣元部局の長が認めるもの



別記様式第１

平成 年 月 日

（派遣元部局の長） 殿

同 意 書

国家公務員の留学費用の償還に関する法律（平成１８年法律第７０号）第１

１条において準用する同法第２条第２項に規定する留学に該当する研修である

防衛省留学により留学することに同意します。

留学候補者

氏 名 （自署、押印）



別記様式第２

平成 年 月 日

（派遣元部局の長） 殿

確 認 書

防衛省留学が、職員を国内外に派遣し、防衛省の業務に関連する研究に従事

させることにより、長期的な視野に立って、防衛省の業務の多様化、専門化、

国際化等に柔軟に対応しうる職員の育成を図り、もって業務の効果的かつ効率

的な遂行に資することを目的としていること、また、留学に係る費用が国費に

よって賄われており、その成果を公務に還元することが責務であることを踏ま

えて、以下のことを確認します。

１．防衛省留学生として大学院等に留学している間は、所定の研究活動に専念

し、学位の取得などこの制度の目的が達成されるよう、日々努めていく所存

です。

２．所定の研究活動を終了した後も、引き続き職員として勤務し、防衛省留学

生として培った研究成果を公務において活用する所存です。

留学候補者

氏 名 （自署、押印）


